
第 １ 条 （約款の趣旨）

 本約款は、丸八証券通信取引取扱約款第４条第３項に基づき、お客様が通

 信取引を利用して信用取引を行う場合の当社との取決めです。

第 ２ 条 （法令・諸規則の遵守）

 お客様が信用取引口座の開設および信用取引を行う場合は、この約款のほ

 か、「丸八証券通信取引取扱約款」、「金融商品取引法」および金融商品

 取引所の諸規則を遵守していただくものとします。

第 ３ 条 （口座開設の基準）

 信用取引口座の開設基準は、以下のとおりです。

 ①　年齢２０歳以上７０歳末満であること（ただし、７０歳以上７５歳未

 　　満の場合は、別途ご相談させていただきます。）

 ②　株式投資経験が１年以上あること（投資経験は自己申告によります。）

 ③　信用取引についての相応の知識を有し、当社のルールを遵守していた

 　　だくこと

 ④　当社より常時連絡がとれること

 ⑤　第１４条で規定する委託保証金代用有価証券現金換算額とＭＲＦ（マ

 　　ネー・リザーブ・ファンド）およびＭＭＦ（マネー・マネジメント・

 　　ファンド）残高の合計額が当社に２００万円以上あること

第 ４ 条 （口座開設および必要書類）

 信用取引口座の開設は、以下に定める必要書類をご提出いただき、当社が

 その内容を審査し、応諾した場合に開設させていただきます。

２．  必要書類等

 ①  信用取引口座開設申込書兼確認書（届出印と印鑑証明印の捺印が必要

 　　です。）

 ②  信用取引口座設定約諾書（届出印の捺印が必要です。）

 ③  印鑑証明書（発行後３ヶ月以内の原本）

３．  前項２号の約諾書には、お客様ご負担で４，０００円の収入印紙が必要と

 なります。

第 ５ 条 （取引の範囲と制限）

 取引の範囲と制限は、次の各号の取扱いとさせていただきます。
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 ①　東証（含むマザーズ）、大証（含むヘラクレス）、名証（含むセント

 　　レックス）およびジャスダックの貸借銘柄ならびに貸借融資銘柄を対

 　　象とし、貸借融資銘柄は買建てのみとします。また、取引所等による

 　　規制銘柄については取引所等に合わせて取引を制限いたします。

 ②  前号にかかわらずＲＥＩＴ（上場不動産投資信託）は信用取引対象外

 　　といたします。

 ③  株式の減資や併合等で特別に注意が必要となる銘柄については、当社

 　　独自注意銘柄として信用取引対象外とすることがあります。

 ④  建玉の合計金額は２億円を限度とし、未決済建玉と注文中信用新規注

 　　文の合計金額が２億円を超えないものとします。

 ⑤  一注文あたりの約定金額の上限を５，０００万円といたします。

 ⑥  本条⑤および⑨にかかわらず、同一銘柄に偏った状況などで、リスク

 　　が極めて大きいと当社が判断した場合には、委託保証金維持率にかか

 　　わらず、委託保証金の追加差入れを請求させていただきます。追加差

 　　入れをいただけない場合には、建玉の反対売買による決済をしていた

 　　だきます。

 ⑦  当社の定める取引の制限を超えて発注した場合でも、当該注文は有効

 　　となります。

 ⑧  市場動向または経済状況の変動により、お客様に通知することなく信

 　　用取引の制限を変更することがあります。

 ⑨　新興市場（マザーズ、ヘラクレスおよびセントレックス）の貸借銘柄

 　　とすべての市場の貸借融資銘柄の信用取引については、１銘柄の建玉

 　　金額の上限を２，０００万円とし、未決済建玉と注文中の信用新規買

 　　い注文合計金額が２，０００万円を超えないものとします。また、同

 　　一銘柄の保有買建玉金額と保有現物株式代用換算額の合計が、同一銘

 　　柄を除いた代用有価証券を含む保証金総額を超えないものとします。

 ⑩　信用新規売りについては、同一銘柄の未約定注文の合計が５０単元を

　　 超える場合は、価格規制の対応として、市場に発注する際に価格規制

　　 違反対象注文として発注いたします。

第 ６ 条 （委託保証金）

 信用取引口座開設と同時にＭＲＦ口座は閉鎖させていただき、ご入金いた

 だく資金および有価証券の売却代金、信用取引による益金等は建玉の有無

 にかかわらず、委託保証金としてお預りいたします。
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第 ７ 条 （委託保証金の差換え）

 当社の提示する発注時の現物買付可能金額の範囲内で現物株式等の買付を

 行った場合でも、その後の相場変動により担保交換（保証金からの精算代

 金振替）ができないことがあります。その場合は不足額をご入金していた

 だきます。

第 ８ 条 （不足金）

 信用取引の損金により不足金が生じた場合は、受渡日までに当該金額をご

 入金していただきます。ご入金の確認ができない場合は、お客様の計算に

 より、お預りしている有価証券を当社の任意で処分し、それを適宜債務の

 弁済に充当することができるものとします。それでもなお、不足となる場

 合は、当該不足金をお客様に請求させていただきます。

第 ９ 条 （委託保証金維持率と委託保証金）

 新規建て注文発注に必要な委託保証金維持率（以下、「維持率」といいま

 す。）は３０％、委託保証金は５０万円とし、その計算は以下の各号の通

 りとします。

 ①  維持率算出にあたっての有価証券・建玉の評価は、前営業日の終値ま

 　　たは基準値により行い、大引け後は当日の終値または基準値で行いま

 　　す。

 ②　維持率が３０％を下回る場合は新規建てを停止いたします。

 ③　大引け後の値洗い処理において維持率３０％を下回った場合および

 　　委託保証金が５０万円を下回った場合は、「現物取引の買付け繰越注

 　　文」および「信用取引の新規繰越注文」については、お客様に通知す

 　　ることなく当社の任意で取消すことができるものとします。

第１０条 （新規建て可能金額）

 新規建て注文は「新規建て可能金額」の範囲内で売付および買付が可能で

 す。

２．  前項にかかわらず、建玉の総額と注文中の信用新規注文の合計金額が２億

 円を超えた場合は新規建てを停止します。

第１１条 （新規建ての保証金）

 前条の新規建て可能金額の範囲を超えて約定した場合は、新規建て約定日

 の翌々営業日の正午までに委託保証金の不足額の差入れが必要となります

 。なお、当該期限までに不足額の差入れがない場合、当社はお客様に通知
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 することなく、建玉およびお預りしている有価証券を当社の任意で処分し

 、それを適宜債務の弁済に充当することができるものとします。それでも

 なお、不足となる場合は、当該不足金をお客様に請求させていただきます。

第１２条 （追加保証金）

 建玉の評価損の拡大および代用有価証券の値下がりにより、委託保証金維

 持率が法令で定める最低委託保証金維持率（２０％）を下回った場合およ

 び委託保証金が法令で定める委託保証金（３０万円）を下回った場合には

 、当該発生日の翌々営業日の正午までに差入れが必要となります。なお、

 当該期限までに保証金の差入れがない場合、当社はお客様に通知すること

 なく、建玉およびお預りしている有価証券を当社の任意で処分し、それを

 適宜債務の弁済に充当することができるものとします。それでもなお、不

 足となる場合は、当該不足金をお客様に請求させていただきます。

第１３条 （返　済）

 新規建て約定日より６ヵ月目の応当日（応当日がない場合はその月の末日

 とし、休日の場合は前営業日とします。）が返済期限（以下、「決済期日

 」といいます。）となりますが、決済期日前営業日までに反対売買または

 現引・現渡による決済をしていただきます。

 ①　反対売買・・・新規建を行った市場で反対売買を行い、決済すること

 ②　現　　引・・・買建玉を決済するときに、買付けた代金を支払い、当

 　　　　　　　　　該株式を受取ること。

 ③　現　　渡・・・売建玉を決済するときに、保有する株券を渡して、代

 　　　　　　　　　金を受取ること

２．  決済期日の前営業日までに決済されていない場合は、お客様に通知するこ

 となく、当社はお客様の計算により当該建玉を反対売買または現引・現渡

 を行うことができるものとします。その際に決済損が発生し、委託保証金

 現金内で充当できない場合は、決済受渡日までに不足金をご入金していた

 だきます。ご入金の確認ができない場合は、お客様の計算により、お預り

 している有価証券を当社の任意で処分し、それを適宜債務の弁済に充当す

 ることができるものとします。それでもなお、不足となる場合は、当該不

 足金をお客様に請求させていただきます。

３．  株式併合等により資本移動が発生する場合、新規建を行ってから６ケ月以

 内であってもその銘柄の最終売買日が決済期日となることがあります。
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第１４条 （代用有価証券）

 代用有価証券は、国内に上場している株式・ＥＴＦ・ＲＥＩＴ・転換社債

 型新株予約権付社債（以下、「転換社債」といいます。）および日経３０

 ０等など、当社が適格と判断する有価証券のみとさせていただき、単位型

 および追加型投資信託または国債等は不適格とさせていただきます。

２．  代用有価証券は定められた掛目により現金換算いたします。ただし、金融

 商品取引所等の取引規制または当社の判断により掛目が変更される場合が

 あります。

３．  建玉の有無にかかわらず、お預りする有価証券は、代用不適格有価証券を

 除きすべて代用有価証券として取扱いさせていただきます。

４．  株式併合等により売買が一定期間停止された場合は、最終売買日の終値で

 現金換算します。

５．  デフォルトリスクが大きいと当社が判断した有価証券については、お客様

 に通知することなく、代用不適格に変更することができるものとします。

第１５条 （現物買付余力）

 株式および転換社債の現物買付注文は、「現物買付可能金額」の範囲内と

 します。

第１６条 （現物日計り売り）

 現物の日計り取引を行う場合は、「日計り可能金額」の範囲内で受付けい

 たします。

２．  日計り取引を行った有価証券の売却代金は、受渡日の委託保証金より除外

 されます。

３．  前項により、委託保証金に不足が生じた場合は、当該不足額をお客様に請

 求させていただきます。

第１７条 （出　金）

 保証金の出金は、ご登録いただいている金融機関への振込による送金のみ

 とさせていただきます。

２．  保証金の出金は「保証金引出可能金額」の範囲内とし、１４時５５分

 （半日営業日は１０時５５分）までにスタートレードまたはコールセンタ

 ーにご依頼いただいた場合、翌営業日に当社にご登録いただいているお客

 様の金融機関口座にご送金いたします。（当日の出金は不可）

３．  保証金引出可能金額は下記Ａ・Ｂのいずれか小さい金額とします。

　 Ａ）　信用保証金現金
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 　Ｂ）　引出余力（第９条に規定する委託保証金維持率および委託保証金

 　　　　を下回らない金額）

４．  現物売却代金および決済益は、精算日に保証金引出可能金額に反映させて

 いただきます。

第１８条 （信用建玉の配当落調整金）

 買建玉については、当社が受領後、すみやかにお客様の委託保証金に組入

 れさせていただきます。

２．  売建玉については、当社が配当落調整金を確認した日の翌営業日に配当落

 調整金を委託保証金現金より差引かせていただきます。なお、委託保証金

 現金に不足が生じる場合は、不足額をご請求させていただきます。

３．  すでに決済が終了した建玉に対しても配当落調整金の授受が発生します。

 特に売建玉については、配当落調整金をお支払いいただく場合があります。

第１９条 （株式分割）

 建玉銘柄に株式分割があった場合は、以下の取扱いとなります。

 ① 分割比率が整数倍の場合

　　建玉数量および建値が分割比率に応じて調整されます。

 ② 分割比率が小数点を含む場合

 　 建値が証券金融会社の権利入札により決定された処理価格を差引いて

　　調整されます。

第２０条 （上場廃止）

 建玉銘柄が上場廃止となる場合、新規建を行ってから６ヶ月以内であって

 もその銘柄の最終売買日が決済期日となります。

２．  代用有価証券のうち、上場廃止となる銘柄については、金融商品取引所等

 の定める日より、代用不適格有価証券となるため、委託保証金に不足が生

 じた場合は、委託保証金の差入れが必要となる場合があります。

第２１条 （諸経費）

 次の各号を経費とし、建玉決済の精算時にお支払いいただきます。

 ①  株式等委託手数料

 　　当社が定める委託手数料

 ②  金利

　　 買建玉の場合は、買付代金に対する金利をお客様が当社にお支払いい

 　　ただき、売建玉の場合は、売付代金に対する金利を当社がお客様へお

 　　支払いいたします。信用取引の金利は、金融情勢や証券金融会社と金
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 　　融商品取引業者との貸借金利（証券金融会社が金融商品取引業者に信

 　　用取引に関する融資を行う際の金利）の動向等に基づき当社が定める

　　 率といたします。

 ③  貸株料

 　　売建玉には貸株料が必要となります。貸株料は、金融情勢の変更等に

 　　より変動いたします。

 ④  品貸料（逆日歩）

　　 売建玉には、証券金融会社が定める品貸料（逆日歩）の支払いが必要

 　　となる場合があります。

 ⑤  管理費

　　 保有建玉には、当社の定める管理費が必要となります。

 ⑥  名義書換料（権利処理等手数料）

 　　買建玉には、当社の定める名義書換料が必要となる場合があります。

第２２条 （概算約定金額）

 株式・転換社債の現物の買付注文および信用新規建て注文発注時に、それ

 ぞれの概算約定金額を買付可能金額または新規建て可能金額から減算させ

 ていただきます。（寄付成行・成行・大引成行での新規注文および指値の

 新規売り注文に対する余力拘束は制限値幅の上限値で計算させていただき、

 約定成立後に実際の約定価額で再計算をいたします。

第２３条 （回答書兼同意書）

 回答書兼同意書とは、取引履歴、残高の確認およびお預り代用有価証券を

 混同担保に使用することの同意をいただく為のものです。

２．  債務（信用建玉）がある場合は、取引残高報告書とともに回答書兼同意書

 を送付いたしますので、署名・捺印のうえ当社へ差入れていただきます。

第２４条 （信用取引の停止および口座閉鎖）

 次の各号に該当した場合は信用取引の停止または信用取引口座を閉鎖させ

 ていただくことがあります。

 ①  長期にわたり無債務（信用建玉が無い状態）が継続した場合

 ②  前条の「回答書兼同意書」の差入れが著しく遅延した場合

 ③  第３条に定める口座開設基準を満たさなくなった場合

 ④  当社が信用取引の継続が適当でないと判断した場合
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第２５条 （約款の変更）

 当社は、本約款の内容を変更する場合は、お客様にその変更事項を書面に

 てご通知いたします。この場合、所定の期日までに異議のお申出がない場

 合は、その変更に同意されたものとさせていただきます。

２．  変更内容がお客様の従来の権利を制限する、もしくはお客様に新たな義務

 を課すものでない場合、またはその変更が軽微である場合は、電子メール

 、ホームトレード掲示板またはウェブサイト上への掲載等による通知に代

 えることができるものとします。

　　付　 則

平成２０年　２月　２５日  改正
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